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「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達（案）に対する意見 

 

税理士法人チェスター 社員税理士 河合 厚 

 

「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達（案）(以下「マンション評価

通達案」という。)について、次の意見を申し述べる。 

 

マンション評価通達案では、評価水準が 0.6 以下となる区分所有マンションについて、そ

の土地及び建物の評価額は、財産評価基本通達による評価額(以下、「通達評価額」という。)

に、評価乖離率×0.6 を乗じて算出するとされていることから、一定の格差縮小に資するも

のと考える。 

しかし、最低でも市場価格(理論値)の 0.6 での評価とされることから、金融資産等に比べ

居住用の区分所有マンションの有利性は軽減されるものの、依然として大きく、また、次の

問題点があるものと考えられる。 

I. 土地及び家屋に対する評価乖離率の適用 

マンション評価通達案では、評価水準が 1を上回る場合、若しくは、評価水準が 0.6 未

満の場合、土地及び家屋それぞれに対して、マンションの築年数、総階数、居住階などの

指数による評価乖離率を用いて、土地及び家屋の評価額を算出するとされている。 

このことから、土地については、次の問題点が生じる。 

① マンション評価通達案を適用した土地について、通達評価額とマンション評価通達案

による評価額(以下、「マンション通達評価額」という。)とで、乖離が生じる(別紙[事

例 1]～[事例 7]参照)。 

② ある土地に建てられている建物が、区分所有マンションかそれ以外の建物かによって、

土地の評価額が大きく異なってしまう。 

③ 築年数により、土地の評価額が逓減する。 

このことから、マンション評価通達案を適用した場合、一般的には、土地のマンショ

ン通達評価額が通達評価額の 2倍近くとなるが(別紙[事例 1・ 2]、[事例 4・ 5]参照)、

その逆に築年数が古いマンションでは、都心のマンションであっても 1倍未満となる

(別紙[事例 3]参照)。 

④ マンション評価通達案を適用した上で小規模宅地等の特例制度を活用することによ

り、一定の格差是正効果が薄まってしまう。 

⑤ マンション評価通達案を適用した土地における路線価は、区分所有マンションの市場

売買価格やその地域の地価上昇などを考慮して、毎年改定されるものと承知している。

その上で、上記①～④のように、区分所有マンションの土地とそれ以外の土地の評価

額が異なることは、令和 4年 4月 19日最判で判示された・「合理的な理由がない限り、

租税法上の一般原則としての平等原則に違反する」ものと解される。また、小規模宅

地等の特例の適用額についても、理由なく拡大してしまうこととなる。 
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[是正案] 

 評価乖離率による評価額の是正は、建物のみに適用すべきである。 

若しくは、建物に係る指数(下記(参考)A～C)は建物に適用し、土地に係る指数(下記(参

考)D)は土地にのみ適用すべきである。 

 (参考) 

  マンション評価通達案での評価乖離率の算式 

評価乖離率＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋3.220・  

「Ａ」＝当該一棟の区分所有建物の築年数×△0.033 

「Ｂ」＝当該一棟の区分所有建物の総階数指数×0.239（小数点以下第４位を切捨て） 

・ 「Ｃ」＝当該一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階×0.018 

・ 「Ｄ」＝当該一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度×△1.195（小数点以下第４位

を切上げ） 

 

II. 地域格差 

マンション評価通達案は、全国全ての居住用区分所有マンションに適用されるものと

解される。 

東京都心マンション・ タワーマンションは、中古マンションであっても、市場価格は上

昇傾向にあり、近郊都市のマンション・ 地方のマンションにおける通達評価案と市場価格

との開差が大きく異なる(別紙[事例 1]～[事例 7]参照)。 

なお、マンション評価通達における評価乖離率の変数は、平成 30 年中の全国の中古マ

ンションの取引事例を基としていることから・ 、直近の首都圏のマンションの市場価格は

反映されていない。 

近年、中古マンションの市場価格(成約価格)は上昇傾向にあり、特に、首都圏のマンシ

ョンの市場価格の上昇は著しい・ (不動産流通機構公表資料からすると、首都圏の中古マン

ションの成約価格の 2022 年の 2018 年対比では約 1.5 倍となっており、近畿圏及び中部圏

の上昇率よりも高い状況となっている。)。  

また、地方における売れないマンション(負動産)のマンション通達評価額は、通達評価

額よりも高くなっており、市場価格と相続税評価額との差額の逆転現象が、これまで以上

に拡がってしまう。 

[是正案] 

中古マンション価格の上昇傾向が強い、東京都心、三大都市圏、地方、リゾート地など

で大きく異なっており、・「地積規模の大きな宅地の評価」のように、それぞれの地域に応

じた適用大使用及び評価乖離率の変数の適用が必要である。 

また、通達評価額及びマンション通達評価額が市場価格より上回るマンションについ

ては、別途の取扱いを規定すべきである(Ⅲ.参照)。 
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III. 通達評価額が市場価格よりも上回ると見込まれる場合(評価水準が 1 を超える場合) 

地方マンションやリゾート地のマンションなどでは、そもそも市場価格が通達評価額

を下回るケースが散在している(別紙[事例 6]、[事例 7]参照)。 

今回のマンション評価通達案を検討したとする令和 5年 6月 22 日開催・「マンションに

係る財産評価基本通達に関する有識者会議」の資料『相続税評価の見直し案(要旨)』3.で

は、『当該評価方法に従って評価することが適当でないと認められる場合は、個別に課税

時期における時価を鑑定価格その他合理的な方法により算定する旨を明確化する(他の財

産の評価における財産評価通達 6 項に基づくこれまでの実務上の取扱いを適用。)』とさ

れている。 

しかし、マンション評価通達案では、上記文言に対応する明確化された取扱いは見当た

らない。 

マンション評価通達案の「評価水準が 1 を超える場合」がそれに当たるとするのであ

れば、評価水準で用いる評価乖離率で求められる市場価格は各種変数による理論値であっ

て、「個別に課税時期における時価」ではないことは明らかである。 

これまで課税庁は「相続土地国庫帰属法」が適用されるような土地や、相続開始後、競

争入札により売却した土地などで、市場価格(売却価格)が通達評価額を下回る場合であっ

ても、通達評価額での評価を指導し、また、争訟においても、「平等原則」を理由に通達評

価額での評価を主張してきている。 

そもそも財産評価基本通達総則 1 項には、「財産の価額は、時価によるものとし、(中

略)その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と規定し、時価は通達評

価額である旨を謳い、同 6項では「この通達の定めによって評価することが著しく不適当

と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」とされている。 

よって、納税者が通達評価額によらない財産評価を行なうことは財産評価基本通達か

らは困難であり、市場価格とする売却価格での評価に対しては、調査での是正対象となっ

ている。 

なお、築年数が大きく、・「評価水準が 1を超える場合」であっても、東京都心のビンテ

ージマンションでは、市場価格との開差は、マンション通達評価額により、更に拡大して

いる([事例 3]参照)。 

[是正案] 

今回のマンション評価通達案の制定は、令和 4年 4月 19 日最判が契機とされていると

ころ、その判決文では、「課税庁の主張額が客観的交換価値としての時価を上回れば、その

限度で更正処分は同条に違反するものとして当然に違法とな(る。)」と判示されている。 

このことからも、・「個別に課税時期における時価を鑑定価格その他合理的な方法により

算定する旨を明確化」することが必要である。 

また、令和 5年 6月 22 日開催有識者会議における・「財産評価通達 6項に基づくこれま

での実務上の取扱い」についても、どのような取扱いなのか法令解釈通達など公表通達で

は示されていない。 
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是非、通達評価額が市場価格を上回る場合を含む市場価格評価方法に従って評価する

ことが適当でないと認められる場合における６項に基づく実務上の取扱い(具体的な基

準)について明らかにしていただきたい。 

 

IV. マンション評価通達案の適用時期 

マンション評価通達案は令和６年１月１日から適用とされているが、マンション評価

通達案の決定 公表から適用の時期まで数か月しかなく、マンション評価通達案が適用さ

れる前の駆込み贈与など、混乱が生じかねない。 

[是正案] 

相続 贈与において対象となる者への周知期間が必要である。 

少なくとも、所得税 消費税の確定申告時期を活用して周知を徹底するなどの施策を講

じ、新事務年度である令和６年４月１日以後の相続及び贈与から適用とすべきである・（仮

に 10 月１日公表とすると、その６か月後となる。）。 

(以上) 
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[別紙] 

 

下記事例は、意見者所属の事務所で扱った事例ほかを参考に設定したものである。 

各事例の「市場価格」は、住宅情報サイトから、同一のマンションの近接階及び近接

専有面積の売買履歴を採用した。 

 

 

 

 

 

[事例1]都心タワーマンション

（Ⓓ／Ⓐ） （Ⓓ／Ⓒ） 所在地

Ⓓ－Ⓐ Ⓓ－Ⓒ 築年数 21

建物 8,831 24,171 14,502 （9.5倍） （5.8倍） 総階数 43

土地 15,228 41,683 25,009 所在階数 5

合計 24,059 65,854 39,511 228,000 専有面積

（注）市場価格は2022年５月～2022年６月における専有面積65.00㎡、所在階16階の売買履歴を採用 総敷地面積

持分割合 39,708 / 100,000,000

建物（固評）

土地（路価）

評価乖離率

計数

Ⓑ理論値

（千円）

Ⓒ Ⓑ×0.6

（千円）

東京都港区
Ⓐ通達評価額

（千円）

マンション通達評価額
Ⓓ市場価格

（千円）

開　差　（千円）

2.737

203,941 188,489 55.95

14,003.91

8,830,800

2,738,430

[事例2]都心高級住宅地マンション

（Ⓓ／Ⓐ） （Ⓓ／Ⓒ） 所在地

Ⓓ－Ⓐ Ⓓ－Ⓒ 築年数 16

建物 8,541 19,565 11,739 （3.3倍） （2.4倍） 総階数 10

土地 37,166 85,135 51,081 所在階数 2

合計 45,707 104,700 62,820 149,800 専有面積

（注）市場価格は2022年６月～2022年9月のにおける専有面積74.00㎡、所在階3階の売買履歴を採用 総敷地面積

持分割合 6,972 / 1,119,511

建物（固評）

土地（路価）

評価乖離率

計数

Ⓑ理論値

（千円）

Ⓒ Ⓑ×0.6

（千円）

東京都港区
Ⓐ通達評価額

（千円）

マンション通達評価額
Ⓓ市場価格

（千円）

開　差　（千円）

2.291

104,093 86,980 66.03

4,521.01

8,541,300

1,320,000

[事例3]都心ビンテージマンション

（Ⓓ／Ⓐ） （Ⓓ／Ⓒ） 所在地

Ⓓ－Ⓐ Ⓓ－Ⓒ 築年数 59

建物 5,058 3,809 3,809 （1.7倍） （2.3倍） 総階数 6

土地 48,465 36,508 36,508 所在階数 2

合計 53,523 40,317 40,317 92,800 専有面積

（注）市場価格は2018年2月～2018年3月のにおける専有面積70.01㎡、所在階2階の売買履歴を採用 総敷地面積

持分割合 1 / 10

建物（固評）

土地（路価）

評価乖離率

計数

Ⓑ理論値

（千円）

Ⓒ Ⓑの値

（千円）

東京都渋谷区
Ⓐ通達評価額

（千円）

マンション通達評価額
Ⓓ市場価格

（千円）

開　差　（千円）

0.753

39,277 52,483 114.43

573.55

5,057,600

845,000
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[事例4] 近郊都市タワーマンション

（Ⓓ／Ⓐ） （Ⓓ／Ⓒ） 所在地

Ⓓ－Ⓐ Ⓓ－Ⓒ 築年数 18

建物 8,446 26,448 15,869 （5.6倍） （3.0倍） 総階数 31

土地 6,797 21,285 12,771 所在階数 30

合計 15,243 47,733 28,640 84,800 専有面積

（注）市場価格は2023年7月における専有面積77.00㎡、所在階19階の売買履歴を採用 総敷地面積

持分割合 32,655 / 10,000,000

建物（固評）

土地（路価）

評価乖離率

計数

Ⓑ理論値

（千円）

Ⓒ Ⓑ×0.6

（千円）

さいたま市
Ⓐ通達評価額

（千円）

マンション通達評価額
Ⓓ市場価格

（千円）

開　差　（千円）

3.132

69,557 56,160 58.42

3,872.02

8,445,672

537,521

[事例5]近郊都市マンション

（Ⓓ／Ⓐ） （Ⓓ／Ⓒ） 所在地

Ⓓ－Ⓐ Ⓓ－Ⓒ 築年数 30

建物 6,312 11,460 6,876 （2.6倍） （2.4倍） 総階数 9

土地 5,797 10,525 6,315 所在階数 9

合計 12,109 21,985 13,191 31,800 専有面積

（注）市場価格は2018年2月～2018年3月のにおける専有面積70.01㎡、所在階2階の売買履歴を採用 総敷地面積

持分割合 7,391 / 530,306

建物（固評）

土地（路価）

評価乖離率

計数

Ⓑ理論値

（千円）

Ⓒ Ⓑ×0.6

（千円）

さいたま市
Ⓐ通達評価額

（千円）

マンション通達評価額
Ⓓ市場価格

（千円）

開　差　（千円）

1.816

19,691 18,609 70.77

2,725.60

6,312,298

152,605

[事例6]地方マンション

（Ⓓ／Ⓐ） （Ⓓ／Ⓒ） 所在地

Ⓓ－Ⓐ Ⓓ－Ⓒ 築年数 30

建物 6,942 15,987 9,592 （0.4倍） （0.3倍） 総階数 6

土地 56 128 77 所在階数 5

合計 6,997 16,115 9,669 2,800 専有面積

（注）市場価格（販売価格）2023年8月における専有面積５０．４０㎡、所在階1階 総敷地面積(所与)

持分割合(所与) 5,040 / 1,857,504

建物（固評）

土地（所与）

評価乖離率

Ⓐ通達評価額

（千円）

マンション通達評価額
Ⓓ市場価格

（千円）

開　差　（千円） 計数

Ⓑ理論値
（千円）

Ⓒ Ⓑ×0.6

（千円）

群馬県

▲ 4,197 ▲ 6,869 49.50

916.09

6,941,547

22,449

2.303

[事例7]リゾート地区マンション

（Ⓓ／Ⓐ） （Ⓓ／Ⓒ） 所在地

Ⓓ－Ⓐ Ⓓ－Ⓒ 築年数 38

建物 6,985 14,475 8,685 （0.0倍） （0.0倍） 総階数 13

土地 56 115 69 所在階数 4

合計 7,041 14,590 8,754 200 専有面積

（注）市場価格（販売価格）2023年8月における専有面積５０．４０㎡、所在階1階 総敷地面積(所与)

持分割合(所与) 5,040 / 1,857,504

建物（固評）

土地（所与）

評価乖離率

Ⓐ通達評価額

（千円）

マンション通達評価額
Ⓓ市場価格

（千円）

開　差　（千円） 計数

Ⓑ理論値
（千円）

Ⓒ Ⓑ×0.6

（千円）

新潟県湯沢町

22,449

2.072

▲ 6,841 ▲ 8,554 49.81

916.09

6,985,020


